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　市が提供する行政サービスは、基本的に税という形で広く市民の皆様に負担していただいていますが、施設の利用や各種証明書の交付な
どについては、市民の皆様が受けるサービスに違いがあるため、受益者負担の考えのもと、使用料や手数料という形で、その費用の一部を
利用者の皆様に負担していただいています。この使用料や手数料については、「持続可能な行財政運営」や「サービスを受ける方と受けない
方との負担の公平性」の観点から、適切なご負担をお願いする必要があります。令和３年度において、サービスに要するコストや近隣自治
体との均衡なども考慮しながら、長年据え置かれていた使用料や手数料について見直しを行いました。
　見直し後の料金については、各種手数料は令和４年１０月１日から適用し、下水道使用料はさらに半年間据え置き令和５年４月１日から適
用します。今後、各担当課の窓口やウェブサイト等においても十分な周知を行ってまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いい
たします。詳しくは各所管課へお問い合わせください。

主な使用料・手数料の改定一覧 　　　　　　　　　　　　　　　　※コンビニ交付サービスでは住民票除票、戸籍の除附票の交付はできません。

所管課 使用料・手数料の名称 単位 使用料・手数料の額 適用日現行 改定後

市民課

戸籍の全部・個人事項証明（コンビニ交付） 1通 400円 450円

令和４年
１０月１日

住民票記載事項証明
（除票の記載事項証明を含む） 1通

200円 300円

住民票の写し（コンビニ交付含む）※ 1通
戸籍の附票の写し（コンビニ交付含む）※ 1通

印鑑登録証明書（コンビニ交付含む） 1件
身分証明書 1件

埋火葬に関する証明 1件
独身証明書 1件

税務課

所得証明書、課税証明書、住民税決定証明書
（コンビニ交付含む） 1件

納税証明書 1件
固定資産税評価証明書・固定資産税公課証明書 1件 200円1筆・1棟追加ごとに100円 300円１筆・１棟追加ごとに100円

関係課 その他の証明等 1件 200円 300円

福祉指導監査課

居宅介護支援事業　審査事務 1件 － 新規 30,000円　更新 10,000円
介護予防支援事業　審査事務 1件 － 新規 30,000円　更新 10,000円

地域密着型サービス事業　審査事務 1件 －
新規 30,000円　更新 10,000円

（地域密着型介護予防サービス事業と同時
新規35,000円・同時更新10,000円）

地域密着型介護予防サービス事業　審査事務 1件 －
新規 30,000円　更新 10,000円

（地域密着型サービス事業と同時新規
35,000円・同時更新10,000円）

健康増進課 休日急病診療の診断書・証明書等 1通 1,000円 1,500円
下水道総務課 下水道使用料 － － 25％プラス 令和５年４月１日

≪問合せ≫ 　行財政改革推進課

●羽曳野市情報公開条例第20条及び羽曳野市個人情報保護条例第39条の規定により、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況に
ついて、次のとおり公表します。令和3年度の運用状況は、下記のとおりです。なお、実施機関別などの詳細については、市ウェブサイト（総
務部総務課内）のページでご覧いただけます。

●開示請求件数および処理状況
請求件数 33
請求者数 18
取下げ件数 1
決定件数 36

処理状況

開示 19
部分開示 11

不開示 (内不存在 ) 5(4)
存否不応答 1
却下 ( 対象外 ) 0

開示率 86%

1. 保有個人情報開示請求等件数および処理状況

請求
件数

請求
者数

取下げ
件数

決定
件数

処理状況

開示 部分
開示

不開示
(内不存在 )

存否
不応答 却下

開示請求 30 29 0 30 17 13 0(0) 0 0
訂正請求 0 0 0 0 0 0 0(0) 0 0
利用中止請求 0 0 0 0 0 0 0(0) 0 0

2. 開示請求開示率　100%
3. 個人情報取扱事務の件数　219 件 ( 令和 4 年 3 月 31日現在 )

※1件の開示請求に対して複数の決定を行った案件があります。

※開示率＝ ( 開示件数＋部分開示件数 ) ÷ ( 開示件数＋部分開

示件数＋不開示件数 )×100

Ⅲ 不服申立ての処理状況

区分 申立
件数 却下 棄却 全部

容認
一部
容認 審理中 取下げ

公文書開示請求 0 0 0 0 0 0 0
保有個人情報開示請求 0 0 0 0 0 0 0
保有個人情報訂正請求 0 0 0 0 0 0 0
保有個人情報利用中止請求 0 0 0 0 0 0 0

Ⅰ 情報公開制度の運用状況 Ⅱ 個人情報保護制度の運用状況

情報公開制度情報公開制度

≪問合せ≫ 　総務課

使用料・手数料を改定します使用料・手数料を改定します




